
 

人権週間を終えても 
２５１２１１ 

 昨日で今年度の人権週間は終わりました。終わりました

が、人権に対する意識は持ち続け、高め続けなければいけな

いと思っています。特に、「令和７年度 啓発活動強調事

項」のなかの、(12)インターネット上の人権侵害をなくそう

については、しっかりと幸中生の頭に、胸に刻み込んでほし

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長室より 

令和７年度 啓発活動強調事項 
(１) 女性の人権を守ろう 

(２) こどもの人権を守ろう 

(３) 高齢者の人権を守ろう 

(４) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

(５) 部落差別（同和問題）を解消しよう 

(６) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう 

(７) 外国人の人権を尊重しよう 

(８) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう 

(９) ハンセン病患者・元患者及びその家族に対する偏見や 

差別をなくそう 

(10) 刑を終えて出所した人及びその家族に対する偏見や 

差別をなくそう 

(11) 犯罪被害者及びその家族の人権に配慮しよう 

(12) インターネット上の人権侵害をなくそう 
(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう 

(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう 

(15) 性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう 

(16) 人身取引をなくそう 

(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう 

(18) ゲノム情報（遺伝情報）に関する偏見や差別をなくそう 

(12) インターネット上の人権侵害をなくそう 

インターネット上で、他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプラ

イバシーを侵害したり、偏見や差別を助長したりするような情報を

発信又は拡散するといった悪質な事案が多数発生しています。この

ような情報の発信又は拡散は、同様の書き込みを次々と誘発し、取

り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであり、決して

あってはなりません。 

責任ある情報発信を行うためには、個人の名誉やプライバシー、

インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正しい知識

と理解を深めていくことが必要です。 

法務省 ホームページより 


